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要
旨

本
法
律
案
は
、
近
年
、
国
際
的
な
資
源
獲
得
競
争
が
激
化
し
て
い
る
こ
と
等
に
鑑
み
、
鉱
物
資
源
の
安
定
的
な
供
給
確
保
を

図
る
た
め
、
国
内
で
の
資
源
開
発
が
よ
り
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
、
鉱
業
権
の
設
定
に
係
る
許
可
基
準
の
見
直
し
、
国
民
経

済
上
特
に
重
要
な
鉱
物
に
係
る
鉱
業
権
を
最
適
な
開
発
者
へ
付
与
す
る
手
続
制
度
の
創
設
、
鉱
物
資
源
の
探
査
に
係
る
許
可
制

度
の
創
設
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
鉱
業
権
の
設
定
に
係
る
許
可
基
準
の
見
直
し

鉱
業
権
を
設
定
す
る
際
の
許
可
基
準
を
新
た
に
創
設
し
、
経
理
的
基
礎
や
技
術
的
能
力
等
を
有
す
る
開
発
主
体
に
鉱
業
権

設
定
の
許
可
を
す
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
鉱
業
権
の
設
定
に
関
す
る
手
続
の
創
設

石
油
、
天
然
ガ
ス
な
ど
の
国
民
経
済
上
特
に
重
要
な
鉱
物
を
「
特
定
鉱
物
」
と
し
て
位
置
付
け
、
特
定
鉱
物
の
鉱
業
権
の

設
定
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
先
願
者
に
鉱
業
権
を
付
与
す
る
手
続
に
代
え
て
、
国
の
管
理
の
下
で
鉱
区
候
補
地
を
指
定
し
、

当
該
鉱
物
の
合
理
的
な
開
発
に
最
も
適
し
た
主
体
を
選
定
す
る
手
続
を
創
設
す
る
。
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三
、
鉱
物
の
探
査
の
許
可
制
度
の
創
設
等

鉱
物
資
源
の
探
査
活
動
を
許
可
制
と
し
、
必
要
に
応
じ
て
探
査
結
果
の
報
告
を
求
め
る
制
度
を
創
設
す
る
。

四
、
石
油
及
び
可
燃
性
天
然
ガ
ス
資
源
開
発
法
の
廃
止

石
油
等
の
掘
採
に
つ
い
て
遵
守
す
べ
き
技
術
、
方
法
や
探
鉱
に
係
る
補
助
等
の
措
置
を
定
め
る
石
油
及
び
可
燃
性
天
然
ガ

ス
資
源
開
発
法
に
つ
い
て
は
、
技
術
の
普
及
等
に
よ
り
そ
の
役
割
を
終
え
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
。

五
、
附
則

１

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る

日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
鉱
業
法
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず

る
も
の
と
す
る
。


